


６．立候補可能な者

被選挙権を有する正会員（平成２８年度初めの正会員（平成２７年度正会員））は社員

選挙に立候補できます。なお、次の各号に掲げる者は、前文にかかわらず被選挙権を有し

ません。

（１）未成年者

（２）成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者

（３）正会員の資格を失った者

７．社員について

社員は、正会員の中から選挙で選ばれ、法人の構成員として社員総会（通常年１回）に

出席し、法人の基本的な意思決定に関与します。なお、常時法人の業務運営に関与するも

のではありません。また、いわゆる従業員とも異なるものです。社員は、社員総会という

機関を通してのみ、その意思が法人の運営に反映されることになります。一人の社員の意

思や行為が、そのまま法人自身の意思や行為となるものではありません。


